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東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
二
号

東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
第
十
一
号
中
ト
を
チ
と
し
、
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
を
ホ
か
ら
ト
ま
で
と
し
、
同
号
ハ
中
「
第
三
条

の
三
第
一
項
」
を
「
第
三
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
同
号
ロ
中
「
第
三
条
の

二
第
一
項
」
を
「
第
三
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。ロ

法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
譲
渡
に
よ
り
営
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
者
の
承
認

第
二
条
中
「
第
十
一
号
ニ
及
び
ホ
」
を
「
第
十
一
号
ホ
及
び
ヘ
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
三
号

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
三
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
十
条
中
「
規
則
」
の
下
に
「
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
、
」
を
加
え
、
「
届
書
」
を
「
届
出

書
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
九
号
様
式
()裏
中

「

」
を

「

」
に
、

「許
可
番
号

」
を
「許

可
の
番
号

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
()表
中
「相

続
・

」
を
「譲

渡
・
相
続
・

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
、

同
様
式
()裏
中
「所

在
地

」
の
次
に
「（

自
動
車
に
お
い
て
調
理
す
る
営
業
の
場
合
は
、
当
該
自
動
車
の

自
動
車
登
録
番
号
）

」
を
加
え
、
「許

可
番
号

」
を
「許

可
の
番
号

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
()裏
及
び
第
十
三
号
様
式
()裏
中

「

」
を

「

」
に
、

「許
可
番
号

」
を
「許

可
の
番
号

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
第
一
号
様
式
の
改
正

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ

る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
別
記
第
九
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
三
号
様
式
ま

で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
際
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る

も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

興
行
場
の
構
造
設
備
及
び
衛
生
措
置
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
四
号

興
行
場
の
構
造
設
備
及
び
衛
生
措
置
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

興
行
場
の
構
造
設
備
及
び
衛
生
措
置
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都

規
則
第
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
」
を

「
当
該
」
に
、
「
第
二
号
に
あ
つ
て
は
」
を
「
第
二
号
に
あ
つ
て
は
、
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
削

る
。第

二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
承
継
の
届
出
）

第
二
条
の
二

条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
に
よ
る
営
業
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
第
三
号
様
式
の
二
に
よ
る
興
行
場
営
業
承

継
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

届
出
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
事
務
所
所
在
地
及

び
代
表
者
の
氏
名
）

二

興
行
場
営
業
を
譲
渡
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
事
務
所
所

在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

三

譲
渡
の
年
月
日

四

興
行
場
の
名
称
及
び
所
在
地

２

前
項
の
興
行
場
営
業
承
継
届
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

興
行
場
営
業
の
譲
渡
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

届
出
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
届
出
者
の
登
記
事
項
証
明
書

第
三
条
の
前
の
見
出
し
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

「⑹
興
行
場
の
構
造
設
備
及
び
衛
生
措
置
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
２
条
第
１
項

た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を

証
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
類

」
を

削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
興
行
場
の
構
造
設
備
及
び
衛
生
措
置
の
基

準
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要

の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
五
号

旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
五
号
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
規
則
」
の
下
に
「
第
一
条
の
三
第
一
項
、
」
を
加
え
、
「
別
記
第
四
号
様
式
か

ら
第
六
号
様
式
ま
で
」
を
「
別
記
第
三
号
様
式
の
二
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
及
び
第
三
条
の
三
第
一
項
」
を
「
、
第
三
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
条
の
四
第
一
項
」
に
、

「
別
記
第
七
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
」
を
「
別
記
第
六
号
様
式
の
二
か
ら
別
記
第
八
号
様
式
ま

で
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

「⑸
旅
館
業
法
施
行
規
則
第
１
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
類

⑹
旅
館
業
法
施
行
細
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
書
類

」
を

「⑸
旅
館
業
法
施
行
細
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
書
類

」
に
改

め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
四
号
様
式
中
「第
３
条
の
２
第
１
項

」
を
「第

３
条
の
３
第
１
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「第
３
条
の
２
第
１
項

」
を
「第

３
条
の
３
第
１
項

」
に
、
「寄

付
行
為

」
を

「寄
附
行
為

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「第

３
条
の
３
第
１
項

」
を
「第

３
条
の
４
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次

に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
七
号
様
式
()表
及
び
別
記
第
七
号
様
式
の
二
()表
中
「第

３
条
の
２

」
を
「第

３
条
の
３

」
に
改

め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
()表
中
「第

３
条
の
３

」
を
「第

３
条
の
４

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
旅
館
業
法
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
及

び
別
記
第
四
号
様
式
か
ら
別
記
第
八
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要

の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
六
号

公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
二
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
六
号
を
削
る
。

第
四
条
中
「
第
二
条
」
を
「
第
一
条
の
二
」
に
、
「
別
記
第
五
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
の
二
ま

で
」
を
「
別
記
第
四
号
様
式
の
二
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
の
二
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

「⑹
公
衆
浴
場
法
施
行
規
則
第
１
条
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
類

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式

に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
七
号

理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

理
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
東
京
都
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
三
項
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
条
の
二
」
に
、
「
別
記
第
三
号
様
式
」
を
「
別
記

第
二
号
様
式
の
五
、
第
三
号
様
式
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

「６
理
容
師
法
施
行
規
則
第
１９条

第
１
項
た
だ
し
書
、
第
２
項
た
だ
し
書
又
は
第
３
項
た
だ
し

書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る

旨
を
記
載
し
た
書
類

」
を

削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
四
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
理
容
師
法
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
に

よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
八
号

美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

美
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
東
京
都
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
三
項
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
条
の
二
」
に
、
「
別
記
第
三
号
様
式
」
を
「
別
記

第
二
号
様
式
の
五
、
第
三
号
様
式
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

「６
美
容
師
法
施
行
規
則
第
１９条

第
１
項
た
だ
し
書
、
第
２
項
た
だ
し
書
又
は
第
３
項
た
だ
し

書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る

旨
を
記
載
し
た
書
類

」
を

削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
四
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
美
容
師
法
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
に

よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
九
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
七
条
第
四
項
中
「
第
二
条
の
四
」
を
「
第
二
条
の
五
」
に
、
「
別
記
第
九
号
様
式
」
を
「
別
記
第

八
号
様
式
の
三
」
に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中

「⑶
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
第
１
条
の
３
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
類

」
を

削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、

「⑶
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
第
１
条
の
３
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
類

」
を

削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
の
二
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
九
号
様
式
の
二
、
第
十
号
様
式
の
三
及
び
第
十
号
様
式
の
四
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
別
記
第
五

号
様
式
、
第
六
号
様
式
、
第
九
号
様
式
の
二
、
第
十
号
様
式
の
三
及
び
第
十
号
様
式
の
四
に
よ
る
用

紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

プ
ー
ル
等
取
締
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
号

プ
ー
ル
等
取
締
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

プ
ー
ル
等
取
締
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
経
営
の
譲
渡
に
よ
る
承
継
の
届
出
）

第
五
条
の
二

条
例
第
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
に
よ
る
許
可
経
営
者
の
地
位
の
承
継
の

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
プ
ー
ル
等
経
営
承
継
届
（
別
記
第
三
号
様
式
の
二
）
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
プ
ー
ル
等
経
営
承
継
届
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

経
営
の
譲
渡
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

届
出
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
届
出
者
の
登
記
事
項
証
明
書

第
九
条
第
一
項
中
「
前
三
条
」
を
「
前
四
条
」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
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